
議
第
三
十
九
号 

 　
　
　

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て 

 　

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日
提
出 

 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

岐
阜
県
知
事　
　

江　

崎　

禎　

英　
　

 

 　
　
　

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 　

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

　

別
表
第
一
十
二
の
表
三
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

  

　

ね
じ
り
疲
労
特
性

一
件
に
つ
き

一
三
、
五
九
〇
円
に
試
験
時
間 

24

 
 

が
一
時
間
を
超
え
て
一
時
間
又 

 

は
一
時
間
に
満
た
な
い
端
数
を 

 

増
す
ご
と
に
七
、
九
八
〇
円
を

 

加
え
た
額

  

　

メ
ル
ト
フ
ロ
ー
レ
イ
ト

一
件
に
つ
き

五
、
七
一
〇

25

 　

別
表
第
一
十
二
の
表
五
の
項
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
二

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
十
の
項
中
第
二
十
二
号
を
削
り
、
第
二
十
三
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第

二
十
四
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
二
十
九
号
を
削
り
、
第
三
十
号
を
第
二
十
八
号
と

 

し
、
第
三
十
一
号
を
第
二
十
九
号
と
す
る
。

 

　
　
　

附　

則

 

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

  　
　
　

提　

案　

説　

明 
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ね
じ
り
疲
労
特
性
に
係
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
試
験
手
数
料
を
新
た
に
徴
収
す
る
等
の
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ

う
と
す
る
。 
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